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略 30年ぶりの包括的な税制改革法案が成立 

【要旨】 
 

 
 

 

 

 

 今週、税制改革法案が上下両院で可決され、トランプ大統領による署名を経て成立

した。略 30 年ぶりの包括的な税制改革にも関わらず、法案発表から 2 ヵ月弱の短

期間で成立にこぎ着けた。 

 今回の包括的な税制改革（大規模な減税）は、個人消費や設備投資の増加を通じて

2018年、2019年を中心に米国の経済成長率を押し上げることが予想される。 

 需要増加を通じた短期的な成長率の押し上げ以上に注目されるのは、今回の税制改

革が（共和党の本来の狙いでもある）経済の供給サイドの拡大、即ち中長期的な潜

在成長率の引き上げに繋がるのかどうかである。供給サイドの拡大を伴えば、大規

模な減税が需給逼迫と物価の急上昇を招き、FRB による利上げペースが大幅に加

速するといったリスクも回避し得る。供給サイドの労働投入や労働生産性に対し

て、プラスの影響がどの程度顕在化するのかを今後見極めていくことになる。 

 税制改革はトランプ大統領の重要な公約の 1つであった。就任 1年目で成し遂げた

ことは大きな成果と言える。また、「オバマケアの廃止・置換」が頓挫していたな

かで、今回の法案に個人への保険加入義務付けの廃止を盛り込めたことも大きい。

トランプ大統領は成果を出せたことで、これまでに比べれば幾分ゆとりを持った政

権運営が可能となるのではないだろうか。 

 一方、今回の法案は残念ながら超党派での可決とはならなかった。共和党の議席数

や今後の政策課題（インフラ投資の拡大等）を踏まえると、一段の政策推進には民

主党との協調も欠かせないと考えられ、関係が一定程度修復できるのかどうかも来

年の注目点である。 
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税制改革法案が上下両院で可決され、トランプ大統領による署名を経て成立 

今週、税制改革法案が上下両院で可決され、トランプ大統領による署名を経て成立した

（第 1表）。略 30年ぶりの包括的な税制改革にも関わらず、法案発表から 2ヵ月弱の短期間

で成立にこぎ着けた。共和党にとっては「12 月 12 日のアラバマ州上院議員補選で敗北する

と上院での議席数が近いうちに減少する」との危機感も、成立を急ぐ要因になった模様だ。 

下院での採決（12月 19日）は、賛成が 227、反対が 203であった。賛成票を投じたのは共

和党議員のみで、民主党議員に加えて 12名の共和党議員が反対票を投じた。反対した共和党

議員の選挙区をみると、ニューヨーク州選出の議員が 5 名、ニュージャージー州が 4 名、カ

リフォルニア州が 2 名、ノースカロライナ州が 1 名であった。州・地方税負担が重い州選出

の議員が多く、これは法案に「州・地方税の控除縮小」が盛り込まれたためである。 

上院での採決（12月 19日）は、賛成が 51、反対が 48であった。共和党議員は、自宅療養

中のマケイン上院議員が投票を欠席したほかは全員が賛成票を投じ、民主党議員は全員が反

対票を投じた。一本化する前の法案の採決（12 月 2 日）で共和党議員として唯一反対票を投

じていたコーカー上院議員も、一本化した後の最終的な採決では賛成に転じている。今回の

法案成立を受け、早速来年 1月から新たな税制が始動する。 

 

 

 

税制改革の概要（法人税・国際課税部分） 

今回の税制改革により、まず法人税については、最高税率が現在の 35％から 21％へ恒久的

に引き下げられる（第 2 表）。トランプ大統領が「レッドライン」と位置付けていた 20％に

は僅かに届かなかったものの、引き下げの時期は遅らせることなく 2018年からとなった。 

税率が引き下げられるほか、設備投資の即時償却が当面認められる等の一方で、利払いや

従業員関連費用の控除、内国歳入法 199 条に基づく国内生産活動に対する控除が制限乃至廃

9月19日 上院予算委員会所属の共和党議員、税制改革で向こう10年間で1.5兆ドルの歳入減を許容することで合意

9月27日 トランプ政権と共和党指導部が税制改革の統一案を発表

10月19日 上院、2018会計年度の予算決議案を可決

10月26日
下院、上院と同内容の2018会計年度の予算決議案を可決

（→税制改革法案の上院での可決は60票ではなく、過半数で可能に）

11月2日 下院歳入委員会、税制改革法案を発表

11月9日
・下院歳入委員会、修正後の税制改革法案を可決（賛成24：反対16）

・上院財政委員会、税制改革法案を発表

11月16日 下院、税制改革法案を可決（賛成227：反対205）

11月28日 上院予算委員会、税制改革法案を可決（賛成12：反対11）

12月2日 上院、税制改革法案を可決（賛成51：反対49）

12月15日 共和党指導部、一本化した税制改革法案を発表

12月19日
・下院、一本化した税制改革法案を可決（賛成227：反対203）

・上院、一本化した税制改革法案を修正後に可決（賛成51：反対48）

12月20日 下院、上院修正後の税制改革法案を再可決（賛成224：反対201）

12月22日 トランプ大統領が法案に署名し成立

第1表：税制改革に関する最近の動向

（資料）各種報道、資料より三菱東京UFJ銀行経済調査室作成
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止されるほか、欠損金の繰越等も制限される。 

国際課税については、海外子会社利益への課税がテリトリアル方式へ移行する（注 1）。現在

海外へ滞留している資金には一度限りの課税が行われるほか、税源侵食等へ対処するための

課税強化も盛り込まれた（注 2）。 

最近の法人税・国際課税改革議論で注目されていた点の決着を幾つか確認すると、①「税

源侵食への対処は、下院の法案ではなく上院の法案に近い形となった」、②「現在海外へ滞

留している利益への適用税率は、やや高めとなった」、③「代替ミニマム税（AMT）は、上

院の法案では維持されることになっていたが、廃止になった」、等である。 

（注 1）米国は、海外で課税後の利益について還流時に米国税率との差分を課税する仕組みをとっているが（全世界課

税方式）、還流時まで課税を先送りできるため海外に滞留している利益が多く、問題になっていた。今回の税制

改革で、今後は他国と同様の所謂「テリトリアル方式（国外所得課税免除方式）」へ移行する。 

（注 2）税源侵食とは、多国籍企業等によるグループ間の国際取引等を用いた課税回避等のことであり、それらを抑止

するための改正が盛り込まれた。 

 

 

 

 

一本化する前の下院の法案 一本化する前の上院の法案 一本化した最終法案

・現行の最高税率35％から一律20％へ引き下

げ

・引き下げは2018年から

・現行の最高税率35％から一律20％へ引き下

げ

・引き下げは2019年から

・現行の最高税率35％から一律21％へ引き下げ

・引き下げは2018年から

・一定の条件を満たす設備投資は、即時の全額
償却が可能（向こう5年間の時限措置）

・小企業について、内国歳入法179条に基づき費

用化できる上限を拡大（50万ドル→500万ドル）

・一定の条件を満たす設備投資は、即時の全額
償却が可能（向こう5年間の時限措置）。その後

は段階的に縮小
・小企業について、内国歳入法179条に基づき費

用化できる上限を拡大（50万ドル→100万ドル）

・居住用・非居住用不動産物件の耐用年数を39

年から25年へ引き下げ

・一定の条件を満たす設備投資は、即時の全額
償却が可能（向こう5年間の時限措置）。その後

は段階的に縮小
・小企業について、内国歳入法179条に基づき費

用化できる上限を拡大（50万ドル→100万ドル）

・廃止 ・維持 ・廃止

・課税所得から控除できる利払い費（ネット）の上
限を、利払い前・税引前・償却前利益（EBITDA）

の30％に設定

・対象は、総収入2,500万ドル以上の企業

・不動産企業、公益事業者等は上限適用の対象
外

・課税所得から控除できる利払い費（ネット）の上
限を、利払い前・税引前利益（EBIT）の30％に設

定
・対象は、総収入1,500万ドル以上の企業

・不動産企業、公益事業者等は上限適用の対象
外

・課税所得から控除できる利払い費（ネット）の上
限を、向こう4年間は利払い前・税引前・償却前

利益（EBITDA）の30％に設定

・その後は、利払い前・税引前利益（EBIT）の

30％に設定

・維持 ・維持 ・維持

・2023年より資産計上し償却 ・2026年より資産計上し償却 ・2021年より資産計上し償却

・テリトリアル方式（国外所得課税免除方式）へ移
行

・テリトリアル方式（国外所得課税免除方式）へ移
行

・テリトリアル方式（国外所得課税免除方式）へ
移行

・1回限りの課税（税率は、現金・流動資産が

14％、非流動資産が7％）

・1回限りの課税（税率は、現金・流動資産が

14.49％、非流動資産が7.49％）

・1回限りの課税（税率は、現金・流動資産が

15.5％、非流動資産が8％）

・海外子会社の『超過収益（foreign high profit）』

の50％を課税対象とする

・『超過収益』とは、海外子会社の純所得が通常
の収益（routine return、7％+連邦短期金利）を

上回る部分

・海外子会社（低税率国）の無形固定資産から生
じる所得については、12.5％で課税

・海外子会社（低税率国）の無形固定資産から
生じる所得に課税

・米国内の企業が米国外の関連企業宛に行う支
払いについて、20％の物品税（excise tax）を課税

・外国税額控除の拡大等

・Base erosion and anti-abuse tax（税源侵食と

国際的な租税回避の乱用を防ぐための税）を
設置

・Base erosion and anti-abuse tax（税源侵食と

国際的な租税回避の乱用を防ぐための税）を
設置

（資料）下院歳入委員会、上院財政委員会資料等より三菱東京UFJ銀行経済調査室作成

第2表：税制改革法案の抜粋（法人税・国際課税部分）

項目

法人税率

投資費用

代替ミニマム税

利子控除

R&D税額控除

研究実験支出

海外子会社利益
への課税

現在の海外滞
留分への課税

税源侵食への対
処
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税制改革の概要（所得税部分） 

所得税については、税率が全般に引き下げられ、基礎控除や子女税額控除が大幅に拡充さ

れるほか、パススルー事業体からの所得に対する税負担も軽減される（第 3 表）。一方、人

的控除や各種の項目別控除は廃止される。税率適用区分は現行と同じ 7 段階が維持されるも

のの、税制は相応に簡素化される。 

ライアン下院議長によれば、今回の所得税改革は、例えば年収 73,000 ドルの 4 人家族に対

しては 2,059 ドルの減税をもたらす。また、所得税率の引き下げは全ての所得階層にわたり、

富裕層でも引き下げられる。具体的には、最高税率は 39.6％から 37％へ引き下げられ、最高

税率が適用される所得の閾値も（独身者による申告の場合には）現行の年収 418,400 ドルか

ら 500,000ドルへ引き上げられる（第 4表）。 

最近の所得税改革議論で注目されていた点の決着を幾つか確認すると、①「州・地方税の

控除は、上限が設定されたものの廃止はされなかった」、②「相続税は、廃止されず基礎控

除が拡大された」、③「代替ミニマム税（AMT）は、廃止される方向だったが一転存続とな

り、税負担を抑制する方向へ変更された」、等である。 

なお、今回の税制改革は、向こう 10 年間の連邦政府歳入の下振れを 1.5 兆ドル以内に抑え、

且つ財政赤字が拡大する期間を向こう 10年間に限る必要があったため、所得税については変

更の多くが 2025年までの時限措置となった（注 3）。 

また、今回の税制改革法案には、オバマケアによる個人への保険加入義務付けの廃止も盛

り込まれた。義務付けが廃止されるのは 2019年 1月からで、恒久的に廃止される（注 4）。 

（注 3）今回の税制改革法案が財政面からこれらの制限を受けた背景は、共和党指導部が、上院（定数 100）において

通常の 60 票ではなく過半数の 50 票での可決を可能とするために、予算決議案の「調整」という措置を用いたた

めである。なお、財政赤字が拡大する期間を向こう 10年間に限る点は「バード・ルール」と呼ばれている。 

（注 4）個人への保険加入義務付けの廃止について、議会予算局（CBO）は 1,300 万人が無保険者になると推計してい

る。 
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一本化する前の下院の法案 一本化する前の上院の法案 一本化した最終法案

・現行7段階を4段階に簡素化
・現行と同じ7段階

・但し、適用税率が変わる所得の閾値は変更

・現行と同じ7段階

・但し、適用税率が変わる所得の閾値は変更

10％、15％、25％、28％、33％、35％、39.6％→

12％、25％、35％、39.6％

10％、15％、25％、28％、33％、35％、39.6％→

10％、12％、22.5％、25％、32.5％、35％、38.5％

・2025年末までの時限措置。以下の控除等の変更

も同様

10％、15％、25％、28％、33％、35％、39.6％→

10％、12％、22％、24％、32％、35％、37％

・2025年末までの時限措置。以下の控除等の変更

も同様

・基礎控除額を略2倍に拡大

　〈独身〉6,350ドル→12,200ドル

　〈夫婦合算〉12,700ドル→24,400ドル

・基礎控除額を略2倍に拡大

　〈独身〉6,350ドル→12,000ドル

　〈夫婦合算〉12,700ドル→24,000ドル

・基礎控除額を略2倍に拡大

　〈独身〉6,350ドル→12,000ドル

　〈夫婦合算〉12,700ドル→24,000ドル

・廃止 ・維持（控除額を2026年まで引き上げ）
・夫婦合算申告で控除を109,400ドルへ引き上げ

・控除が段階的に縮小する所得水準を引き上げ
　　　〈夫婦合算〉1,000,000ドル

・廃止 ・廃止 ・廃止

・300ドルの税額控除を新設

・向こう5年間の時限措置
・導入せず ・導入せず

・税額控除額を1,000ドルから1,600ドルへ拡大

・税額控除が段階的に縮小する所得水準を引き
上げ
　〈夫婦合算〉110,000ドル→230,000ドル

・向こう5年間の時限措置

・税額控除額を1,000ドルから2,000ドルへ拡大

・税額控除が段階的に縮小する所得水準を引き
上げ
　　〈夫婦合算〉110,000ドル→500,000ドル

・税額控除額を1,000ドルから2,000ドルへ拡大

　（1,400ドルまでは還付可能）

・税額控除が段階的に縮小する所得水準を引き
上げ
　　〈夫婦合算〉110,000ドル→400,000ドル

・維持 ・維持 ・維持

・概ね維持 ・維持 ・維持

・維持 ・維持 ・維持

－ － －

・利子控除の対象となる住宅ローン規模を引き下
げ
　〈夫婦合算〉1,000,000ドル→500,000ドル

・2件目以降の住宅ローン利子控除を廃止

・既存の住宅ローンに関する取り扱いは不変

・利子控除の対象となる住宅ローン規模は現行の
1,000,000ドルを維持

・ホームエクイティローンの利子控除は廃止

・利子控除の対象となる住宅ローン規模を引き下
げ（2025年末まで）

　〈夫婦合算〉1,000,000ドル→750,000ドル

・ホームエクイティローンの利子控除は廃止

・州・地方の所得税と売上税の控除を廃止
・州・地方の固定資産税の控除は継続するが、上
限を設定（10,000ドルまで）

・州・地方の所得税と売上税の控除を廃止
・州・地方の固定資産税の控除は継続するが、上
限を設定（10,000ドルまで）

・州・地方税の控除は継続するが、上限を設定
　（10,000ドルまで）

・改善しつつ控除を維持 ・維持 ・維持

・維持 ・維持（一部修正） ・維持（2017年と2018年は控除を拡大）

・相続税の基礎控除を2倍に拡大

　（一人当たり549万ドル→1,098万ドル）

・2024年に相続税を廃止

・相続税の基礎控除を2倍に拡大

・相続税は廃止せずに存続

・相続税の基礎控除を2倍に拡大

・相続税は廃止せずに存続

・維持
・廃止
・2025年末までの時限措置

・2019年1月1日以降、恒久的に廃止

・最高税率を25％へ引き下げ

・但し、所得税率回避の抜け穴とならないように条
件を設定。パッシブなビジネスオーナーの場合に
は最高税率は25％だが、アクティブなビジネスオ

ーナーの場合には、所得の30％は最高税率25％

、所得の70％は労働所得と見做して課税（他の基

準も有）
・アクティブなビジネスオーナーの75,000ドルまで

の所得に対しては、低税率（9％）を適用

・条件を満たすパススルー事業体からの所得に対
して、23％の控除を新設（労働所得の50％が上限

）
・但し、法律・金融・専門サービス等の特定のサー
ビス産業は控除の対象外
・2025年末まで

・条件を満たすパススルー事業体からの所得に対
して、20％の控除を新設（但し、労働所得の50％

等の上限有）
・2025年末まで

慈善寄付

医療費

項目

（資料）下院歳入委員会、上院財政委員会資料等より三菱東京UFJ銀行経済調査室作成

所得税率

基礎控除

代替ミニマム税

勤労所得税額
控除

人的控除

家族税額控除
の新設

子女税額控除

子女養育費税
額控除

相続税

個人への保険
加入義務付け

項目別控除

住宅ローン
利子

州・地方税

所得税率適用
区分

第3表：税制改革法案の抜粋（所得税部分）

パススルー所
得への課税

養子税額控除
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税制改革による連邦財政への影響 

今回の税制改革は、向こう 10 年間の連邦財政収支を 1.5 兆ドル程度悪化させるとみられて

いる（第 5 表）。1.5 兆ドルは、米国の名目 GDP（2016 年）比 8％程度で、公的債務残高

（2016年）の 11％程度に相当する。 

内訳をみると、「所得税の変更」が 1兆 1,300億ドル程度、「法人税の変更」が 6,500億ド

ル程度の財政収支の悪化要因となる一方、「国際課税の変更」が 3,200 億ドル程度の改善要

因となる（注 5）。 

（注 5）パススルー事業体からの所得の取り扱い変更は、ここでは所得税部分に含んでいる。企業部門の減税規模は、

「法人税の変更」と「国際課税の変更」による財政収支の悪化を合算した▲3,300 億ドル程度と言え、向こう 10

年間の累計でみると、企業部門よりも家計部門での減税規模が大きい。 

税率 税率 税率 税率

0 ～ 9,325          10％ 0 ～ 45,000        12％ 0 ～ 9,525          10％ 0 ～ 9,525          10％

9,325          ～ 37,950        15％ 45,000        ～ 200,000      25％ 9,525          ～ 38,700        12％ 9,525          ～ 38,700        12％

37,950        ～ 91,900        25％ 200,000      ～ 500,000      35％ 38,700        ～ 70,000        22％ 38,700        ～ 82,500        22％

91,900        ～ 191,650      28％ 500,000      ～ 39.6％ 70,000        ～ 160,000      24％ 82,500        ～ 157,500      24％

191,650      ～ 416,700      33％ 160,000      ～ 200,000      32％ 157,500      ～ 200,000      32％

416,700      ～ 418,400      35％ 200,000      ～ 500,000      35％ 200,000      ～ 500,000      35％

418,400      ～ 39.6％ 500,000      ～ 38.5％ 500,000      ～ 37％

税率 税率 税率 税率

0 ～ 18,650        10％ 0 ～ 90,000        12％ 0 ～ 19,050        10％ 0 ～ 19,050        10％

18,650        ～ 75,900        15％ 90,000        ～ 260,000      25％ 19,050        ～ 77,400        12％ 19,050        ～ 77,400        12％

75,900        ～ 153,100      25％ 260,000      ～ 1,000,000   35％ 77,400        ～ 140,000      22％ 77,400        ～ 165,000      22％

153,100      ～ 233,350      28％ 1,000,000   ～ 39.6％ 140,000      ～ 320,000      24％ 165,000      ～ 315,000      24％

233,350      ～ 416,700      33％ 320,000      ～ 400,000      32％ 315,000      ～ 400,000      32％

416,700      ～ 470,700      35％ 400,000      ～ 1,000,000   35％ 400,000      ～ 600,000      35％

470,700      ～ 39.6％ 1,000,000   ～ 38.5％ 600,000      ～ 37％

【独身】

一本化する前の下院の法案 一本化する前の上院の法案

年間所得（ドル） 年間所得（ドル） 年間所得（ドル）

第4表：所得税率の適用区分

（注）基礎控除額を勘案前の数値。
（資料）下院歳入委員会、上院財政委員会資料等より三菱東京UFJ銀行経済調査室作成

一本化した最終法案

年間所得（ドル）

一本化した最終法案

年間所得（ドル）

【夫婦合算】

現行 一本化する前の下院の法案 一本化する前の上院の法案

年間所得（ドル） 年間所得（ドル） 年間所得（ドル）

現行
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また、税制改革の影響を連邦会計年度毎にみると、財政収支を悪化させる度合いは 2019会

計年度（2018 年 10 月～2019 年 9 月）が 2,800 億ドル程度で最も大きく、2020 会計年度

（2019 年 10 月～2020 年 9 月）が 2,600 億ドル程度で 2 番目に大きくなると見込まれている

（第 1図）。 

税制改革による経済への影響を考慮した所謂『ダイナミック・スコアリング』でみると、

財政収支の悪化幅は抑制される。合同租税委員会の推計によれば、税制改革で実質 GDPの水

準が向こう 10年間で平均 0.7％押し上げられるため、税収が向こう 10年間で 4,500億ドル程

度増え、財政収支の悪化幅は 1.1兆ドル程度となる（第 2図・第 6表）（注 6）。 

（注 6）ここでの推計には、税制改革による利払いの増加（660億ドル程度）も考慮している。 

 

  

 

所得税改革
金額

（億ドル）
法人税改革

金額
（億ドル）

国際課税改革
金額

（億ドル）

所得税率の引き下げ -12,100 法人税率の引き下げ、AMTの廃止 -13,900 テリトリアル方式への移行 -2,200

基礎控除の拡大 -7,200 投資費用の取り扱い変更 -900 現在の海外滞留利益に対する一度の課税 3,400

人的控除の廃止 12,100 中小企業の投資償却拡大・税制簡素化 -600 税源侵食への対処 1,500

子女税額控除の拡大 -5,400 利子控除の制限 2,500 無形資産への課税変更 500

項目別控除の制限・廃止 6,700 欠損金の繰越制限 2,000

代替ミニマム税（AMT）の取り扱い変更 -6,400 研究実験支出の取り扱い変更 1,200

パススルー所得の取り扱い変更 -2,600 国内生産活動控除の廃止 1,000

相続税の基礎控除拡大 -800 従業員関連費用の控除の制限 400

個人への保険加入義務付けの廃止 3,100 その他 1,800

その他 1,300

計 -11,300 計 -6,500 計 3,200

合計　-14,600

（資料）合同租税委員会資料より三菱東京UFJ銀行経済調査室作成

第5表：税制改革の連邦財政への影響（2018年～2027年の10年間累計）
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税制改革の米国経済への影響 

今回の包括的な税制改革（大規模な減税）は、個人消費や設備投資の増加を通じて 2018年、

2019年を中心に米国の経済成長率を押し上げると予想される（第 7表）。 

需要増加を通じた短期的な成長率の押し上げ以上に注目されるのは、今回の税制改革が

（共和党の本来の狙いでもある）経済の供給サイドの拡大、即ち中長期的な潜在成長率の引

き上げに繋がるのかどうかである。供給サイドの拡大を伴えば、大規模な減税が需給逼迫と

物価の急上昇を招き、FRB による利上げペースが大幅に加速するといったリスクも回避し得

る。供給サイドの労働投入や労働生産性に対して、第 7 表で示した様な各種の経路を通じ、

プラスの影響がどの程度顕在化するのかを今後見極めていくことになる。 

なお、個別の分野で言えば、特に高価格帯を中心とした住宅販売への影響や、企業の借入

行動に変化が起こる可能性等には留意が必要である（注 7）。 

（注 7）住宅市場については、住宅ローンの利子控除の制限や、州・地方税の固定資産税控除の制限等がマイナスに影

響し得る要因として挙げられる。企業の借入行動については、利子控除への上限設定等が影響する可能性がある。 

分析機関 発表日 分析対象 税制改革の経済への影響 経済への影響を考慮後の連邦財政への影響

合同租税調査会 12月22日 最終法案 ・実質GDPの水準を向こう10年間で平均0.7％押し上げ

・成長加速により向こう10年間で税収が4,510億ドル増

・税制改革により向こう10年間で利払いが660億ドル増

・これらを考慮し、財政収支は向こう10年間で1兆710億ドル

悪化

タックス・ポリシー・
センター

12月20日 最終法案 ・2018会計年度の名目GDPを0.8％ポイント押し上げ
・成長加速による税収増は向こう10年間で1,860億ドルに止

まり、財政収支は1兆2,680億ドル悪化

財務省 12月11日 上院法案

・税制改革やその他の経済政策の実施により、向こう10年間

の成長率は従来の見通しである2.2％から2.9％へ加速

・上振れする0.7％ポイントの内訳は、半分が法人税改革、

残り半分が、パススルー課税、所得税改革、規制緩和、イ
ンフラ投資等による部分

・実質成長率が向こう10年間の平均で0.7％ポイント高まるた

め、税収は約1.8兆ドル増加する（税制改革による税収減1.5

兆ドルを賄える）

（資料）各種資料より三菱東京UFJ銀行経済調査室作成

第6表：税制改革の連邦財政への影響に関する各種試算
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今後の政権運営への示唆 

税制改革はトランプ大統領の重要な公約の 1 つであった。就任 1 年目で成し遂げたことは

大きな成果と言える。また、「オバマケアの廃止・置換」が頓挫していたなかで、今回の法

案に個人への保険加入義務付けの廃止を盛り込めたことも大きい。トランプ大統領は成果を

出せたことで、これまでに比べれば幾分ゆとりを持った政権運営が可能となるのではないだ

ろうか。 

一方、今回の法案は残念ながら超党派での可決とはならなかった。共和党の議席数や今後

の政策課題（インフラ投資の拡大等）を踏まえると、一段の政策推進には民主党との協調も

欠かせないと考えられ、関係が一定程度修復できるのかどうかも来年の注目点である。 

 

（2017年 12月 22日 栗原 浩史 hikurihara@us.mufg.jp） 

 

 

 

 

 

 

第7表：税制改革により生じ得る米国経済へのプラス影響

（注）赤色の矢印は、経済の供給サイドへ影響する経路。
（資料）三菱東京UFJ銀行経済調査室作成

経済の供給サイドへの影響
〔中長期〕

経済の需要サイドへの影響
〔短期〕

税率引き下げをはじめとした

所得税負担の軽減

設備投資費用の取り扱い変更

所
得
税
改
革

設備投資の押し上げ

個人消費の押し上げ

労働生産性の上昇

法人税率の引き下げ

労働投入の押し上げ

法
人
税
改
革

国
際
課
税
改
革

雇用者数・賃金の拡大

労働参加率の上昇

資源配分の歪みの解消税制の簡素化

海外子会社利益の課税変更 米国への資金還流
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